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資料３－１

現状と課題

・人口減少、少子高齢化の進展。

・空き店舗の増加、販売額の減少、歩行者通行量の減少。

・老朽建物の増加による災害リスクの増加。

・公共交通利用者の減少。

都市再生緊急整備地域の指定により、民間が再開発などを行う機運を醸成し、

暮らしやすく、事業がしやすい環境整備を円滑かつ迅速に推進することで、

官民が連携して都市の再生を図る。

■地域指定の必要性

課題を解決するために
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■都市再生緊急整備地域における特例措置
○認定民間都市再生事業

■事業の要件
●都市開発事業（公共施設の整備を伴うものに限る。）
であること。
※「公共施設」とは、道路、公園、広場、緑地等。
行政主体に移管するものに限らない。

●都市再生緊急整備地域内で行うものであること。
●都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた
都市機能の増進を主たる目的とするものであること。

●事業区域の面積が0.5ha以上であること。
（都市再生緊急整備地域の場合）

■認定の基準
●事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備
を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域
を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認め
られること。

●建築物・公共施設等の整備に関する計画が、地域整備
方針に適合するものであること。

●工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、
事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであ
ること。

●事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行
するために必要なその他の能力が十分であること。

○法制上の支援措置
●都市再生特別地区を定めることで、容積率制限の緩和等が可能。
●都市再生特別地区に位置づけることで、道路上空に建築物を建てる
ことが可能。

●都市再生事業を行おうとする者は、都市再生事業を行うために必要な
都市計画の提案が可能。

出典：民間都市再生事業計画の認定について（令和5年4月）
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■区域設定の考え方

①既存計画等との整合
・各種上位計画との整合を図り、重点的・緊急的な開発を
促進すべきエリアを想定

②現状に見合った開発誘導
・持続可能な開発誘導となるエリアを想定
・広範囲の地域設定は効果の低下が懸念されるため、
限定した一定のエリアを想定

③連鎖的な開発の相乗効果
・開発事業が連鎖的に展開され、これらの事業間の連携で
拠点性が更に向上するよう、特に都市機能を誘導すべき
エリア、土地利用を活性化させるべきエリアを想定

④開発機運との整合
・具体的な計画や事業が既に進行している地区や、開発が
想定される地区を中心に、地域指定の効果が着実に発現
できるエリアを想定
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■地域整備方針に対する意見（第２回準備協議会）
・課題と地域整備方針が繋がっていない部分がある。

・地域整備方針に落ちるまでに、一般の方などが見てわかりやすい、「なるほど」と思わせる何かしらが要る。

・データ分析を再度行い、なぜかというところを施策と合わせていただきたい。

松山市及び中心市街地の課題 まちづくりの方向性

「課題」から「まちづくりの方向性」に繋がる部分の説明が必要

地域整備方針をよりわかりやすく、納得感のあるものにするため、

課題の要因分析や対応方針を検討し、「整備の目標」毎に整理（資料３－２）。

課題の要因分析 課題への対応方針


